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想定される主な論点 

 

 

・週の労働時間について、平成19年法案では雇用保険と同様の20時間を適用基準

とし、一体改革「成案」でも「例えば雇用保険並びにまで拡大」となっている

が、どう考えるか。 

・雇用保険では適用の要件を 31日以上の雇用見込みとしているが、どう考える 

か。 

・生計の中心ではなく、その家計における役割は補助的なものであるようなパー

ト労働者をどのように位置づけるか。 

・生活の中心が労働者であるとは言えない昼間学生であるパート労働者をどのよ

うに位置づけるか。 

・厚生年金の受給資格を満たしている60歳以上のパート労働者をどのように位置

づけるか。                             等 

 

 

 

・企業が、事業主負担を抑えるため、雇用自体を抑制したり、パート労働者に新

たな基準以下の就業（労働時間の短縮等）を求めたりするのではないか。 

・パート労働者が、保険料の負担増を避けるため、新たな基準以下の就業（労働

時間の短縮等）に移行するのではないか。 

・パート労働者の処遇面（給与等）に与える影響はどうか。        等 

 

 

 

・「企業規模」による取扱いの差異を設けるかどうか。 

・「業種」による取扱いの差異を設けるかどうか。 

・企業の事業主負担の激変緩和策の必要性について、どう考えるか。 

・小規模の事業所について、社会保険の適用事務が多大な負担にならないか。 

・負担の大きい業種や企業に対する雇用政策、産業政策としてどのようなことが

考えられるか。                           等 
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○ 厚生年金・健康保険の適用対象となる者の範囲をどのように定めるか。 

○ パート労働者の雇用への影響にどのように配慮するか。 

○ パート労働者が多く就業する企業への影響にどのように配慮するか。 
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・厚生年金の標準報酬の下限（現行月額 98,000円）を維持するか、それともパー

ト労働者の収入実態を考慮して引き下げるか。引下げ後の下限は、新たに適用

となるパート労働者のみに適用するか。 

・新たに適用となるパート労働者の被扶養配偶者を、第３号被保険者として取り

扱うべきか。 

・国民年金保険料を負担する場合（第１号被保険者）との負担と給付のバランス

をどう考えるか。 

 

・第３号被保険者・被扶養配偶者の認定基準（年収 130万円）についても、見直

しが必要ではないか。 

・パート労働法による均等・均衡待遇の推進等、他の非正規雇用関係施策との整

合性はどうか。 

・現行の厚生年金・健康保険の適用対象、および新たに適用対象となる事業所・

従業員に対する適用の徹底をどう図るか。                

 

（医療保険関係（一部再掲）） 

・特に医療保険では、被扶養者の保険関係の適用を維持するために被扶養者の

認定基準を引き上げてきた経緯をどう考えるか。 

・２以上の事業所で働くパート労働者の適用、徴収業務に与える影響はどうか。 

 

（参考１） 

医療保険では、被保険者によって生計を維持されている被扶養者の疾病等

は、被保険者にとって経済上の負担となることから、被保険者の生活の安定

のために、被扶養者についても保険給付を行ってきた。 

 

（参考２）医療保険における家族の給付割合について  

国民健康保険では、世帯員（家族）の給付割合が、昭和 34年から昭和 42

年まで５割、昭和 43 年以降、７割であるが、健康保険では、被扶養者の給

付割合が、昭和 18年から昭和 47年までは５割、昭和 48年から昭和 55年ま

では７割、昭和 56年から平成 14年まで、被扶養者の入院の給付割合が８割

○ その他 
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（外来は７割）であり、国民健康保険と健康保険で家族の給付割合に差があ

った。  

 

（参考３） ２以上の事業所で勤務する者の適用の取扱い（現行） 

２以上の事業所で勤務する者がそれぞれの事業所で被保険者の要件を満

たす場合、被保険者が加入する保険者を選択した上で、それぞれの事業所で

の報酬月額を合算した報酬月額に対応する標準報酬月額にその加入した保

険者の保険料率を乗じて保険料を算出し、それぞれの事業所がその報酬月額

をベースに按分して、保険料を納付する。 

 

・適用対象となる者の範囲をどのように定めるか。 

医療保険では、どの制度に加入しても同じ医療給付が受けられる中で、事

業主が費用（保険料）の半額を負担する範囲という観点から、どう考えるか。 

また、被用者保険の被保険者は現金給付（傷病手当金、出産手当金）を受

けられるという観点から、どう考えるか。 

 

（参考）健康保険の事業主負担の性格  

  ・ 健康保険の事業主負担は、被保険者の健康保持が事業主にも一定の利

益がある、業務外の疾病にも事業主が一定の責任を有する、労使協調に

よる健保組合の管理等を理由に位置づけられてきた。 

  ・ 現在でも短期保険は、長期間の制度設計に基づく長期保険よりも、企

業単位での労使協調による運営の要素が強い（保険料率や事業主負担割

合が企業・組合によって異なる）。 

 

・地域保険に、本来被用者保険に加入すべき被用者が多く加入している現状を

どう考えるか。 

 

・保険者の負担増をどう考えるか。 

適用対象を拡大することによって増加する保険者の負担をどう考えるか

（被用者保険の保険者（保険集団）がカバーする範囲という観点から、どう

考えるか）。 

等 


